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１ 招集告示 

  福島県後期高齢者医療広域連合告示第１号 

 

 令和２年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  令和２年１月１７日 

 

               福島県後期高齢者医療広域連合長  木 幡   浩 

 

(1) 日 時  令和２年２月２０日（木）午後２時００分 

(2) 場 所  杉妻会館 ４階 「牡丹」 

 

２ 招集年月日 

  令和２年２月２０日 

 

３ 招集の場所 

  杉妻会館 ４階 「牡丹」 

 

４ 会議の時刻 

  令和２年２月２０日 午後２時０６分開会、午後２時５２分閉会 

 

５ 応招議員 

  ５番 澤 村 和 明 君   ６番 星     學 君   ７番 宮 田 秀 利 君 

 １０番 菅 原 修 一 君  １１番 今 村   裕 君  １２番 渡 辺 由紀雄 君 

 １３番 片 平 秀 雄 君  １４番 古 川 庄 平 君  １５番 大 縄 武 夫 君 

 １６番 渡 邉 一 夫 君 

 

６ 不応招議員 

  １番 品 川 萬 里 君   ２番 清 水 敏 男 君   ３番 遠 藤 忠 一 君 

  ４番 須 田 博 行 君   ８番 菅 野 典 雄 君   ９番 清 川 雅 史 君 

 

７ 出席議員 

   「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

   「６ 不応招議員」に同じ。 

 

 

 



2 

 

９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

   広域連合長   木 幡   浩 君   会計管理者   佐 藤 博 美 君 

事務局長    河 野 義 樹 君   事務局次長   町 島   斉 君 

総務課長    新 関   明 君   業務課長    関 根   修 君 

 

１０ 議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  議席の一部変更 

日程第 ４  会議録署名議員の指名 

日程第 ５  会期の決定 

日程第 ６  副議長の選挙 

日程第 ７  議案第１号ないし第９号、同意第１号の提出 

日程第 ８  提案理由の説明 

日程第 ９  議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１０  議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１  議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１２  議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

日程第１３  議案第５号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の

制定について 

日程第１４  議案第６号 福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の一部改定につい

て 

日程第１５  議案第７号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号） 

日程第１６  議案第８号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

日程第１７  議案第９号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計予算 

日程第１８  同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求める 

ことについて 

 

１１ 本日の会議に付議した事件 

  「１０ 議事日程」に同じ。 
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１２ 会議の経過 

 

   （１）開会の宣告 

議長（今村 裕君） ただいま、出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令和２

年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

  ご報告いたします。品川 萬里 君、清水 敏男 君、遠藤 忠一 君、須田 博行 君、

清川 雅史 君、菅野 典雄 君、より欠席の届け出がありました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

（午後２時０６分） 

 

（２）諸般の報告 

議長（今村 裕君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

  ７月定例会以後に議員の異動がありましたので報告いたします。 

令和元年 7月９日に、筒井 孝充 君が任期満了となりました。 

これにより、令和元年７月２日告示の補欠選挙が執行され、菅原 修一 君が当選されま

した。 

令和元年７月３１日に、渡辺 由紀雄 君が任期満了となりました。 

これにより、令和元年７月２５日告示の補欠選挙が執行され、渡辺 由紀雄 君が当選さ

れました。 

令和元年８月６日に目黒 章三郎 君が、令和元年９月１４日に下山田 和雄 君が、令

和元年９月２６日に添田 勝幸 君が、任期満了となりました。 

これにより、令和元年９月１１日告示の補欠選挙が執行され、清川 雅史 君、澤村 和

明 君、大縄 武夫 君が当選されました。 

令和元年１０月１３日に、片平 秀雄 君が任期満了となりました。 

これにより、令和元年１０月１１日告示の補欠選挙が執行され、片平 秀雄 君が当選さ

れました。 

令和元年１１月１９日に、菊池 正文 君が任期満了となりました。 

これにより、令和元年１１月１４日告示の補欠選挙が執行され、渡邉 一夫 君が当選さ

れました。 

 

  （３）議席の指定 

議長（今村 裕君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 

会議規則第４条第１項の規定により、今回補欠選挙において当選された澤村 和明 君を

５番、清川 雅史 君を９番、菅原 修一 君を１０番、渡辺 由紀雄 君を１２番、片平 

秀雄 君を１３番、大縄 武夫 君を１５番、渡邉 一夫 君を１６番に指定いたします。 
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（４）議席の一部変更 

議長（今村 裕君） 次に、日程第３「議席の一部変更」を行ないます。 

今回新たに当選された澤村 和明 君の議席に関連し、会議規則第４条第２項の規定に

より議席の一部を変更します。 

星 學 君の議席を５番に、宮田 秀利 君の議席を６番に、澤村 和明 君の議席を７

番に、それぞれ変更します。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。変更した議席は、お手元に配布しております変更議席表のとお

りです。この際、議席の移動をお願いします。 

 

（５）会議録署名議員の指名 

議長（今村 裕君） 次に、日程第４「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員に５番 星 學 君、１６番 渡邉 一夫 君を指名いたします。 

 

 （６）会期の決定 

議長（今村 裕君） 次に、日程第５「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付しており

ます議事日程のとおりとすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定いたしまし

た。 

 

（７）副議長の選挙 

議長（今村 裕君） 次に、日程第６「副議長の選挙」を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第２９２条で準用する同法第１１８条

第２項の規定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

それでは、指名します。副議長に、 片平 秀雄 君を指名します。 

お諮りいたします。ただいま、議長が指名しました片平 秀雄 君を副議長の当選人と

定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました片平 

秀雄 君が副議長に当選されました。 
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ただいま副議長に当選された 片平 秀雄 君が議場におられますので、当選を告知し

ます。片平 秀雄 副議長、前方の演壇へ登壇願います。 

（片平副議長登壇） 

副議長（片平 秀雄君） ただいま、皆様のご推挙によりまして、副議長を仰せつかりまし

た桑折町の片平秀雄でございます。 

今村議長を補佐し、円滑な議会運営を図ってまいりたいと考えておりますので、皆様の

ご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

（片平副議長降壇） 

 （８）議案第１号ないし第９号、同意第１号の提出 

議長（今村 裕君） 次に、日程第７「議案第１号ないし第９号、同意第１号」の提出を行い

ます。 

ただいま、広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は、先にお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 

  （９）提案理由の説明 

議長（今村 裕君） 次に、日程第８「提案理由の説明」を行います。 

「議案第１号ないし第９号、同意第１号」を一括して議題といたします。 

広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

 

広域連合長（木幡 浩君） 本日、ここに、令和２年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議

会定例会を招集しましたところ、ご参集を賜り厚く御礼申し上げます。 

本定例会に提出いたしました案件は、条例に係る議案が５件、福島県後期高齢者医療広域

連合第三次広域計画の一部改定に係る議案が１件、令和元年度補正予算に係る議案が１件、

令和２年度当初予算に係る議案が２件、特別職の選任に係る同意案件が１件の、合わせて１

０件であります。 

提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し広域連合長として制度運営に対する

所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

後期高齢者医療制度は施行より１２年が経過しようとしています。この間、構成市町村の

ご協力の下、適正な運営により７５歳以上の医療保険として定着してきたものと考えており

ます。 

一方、急速な高齢化や医療の高度化に伴い、医療給付費が増加しており、国においては国

民皆保険制度の維持と持続可能な医療保険制度を構築するための取り組みが進められており

ます。 

このような中、被保険者に対しては負担能力等に応じた負担を求める観点から、段階的に

保険料軽減特例制度の見直しが実施されているところです。 

本広域連合といたしましては、このような見直しが被保険者の負担に直接結びつくもので

あることから、被保険者をはじめとする県民の皆様に対して、丁寧な説明に努めてまいりま

す。 



6 

次に、保険料率の改定について申し上げます。 

後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全

な財政運営を維持するため２年ごとに見直しを行うこととなっています。 

令和２・３年度の保険料率につきましては、県内の被保険者数の推移や診療報酬改定によ

る影響を含めて医療給付費の推計等を行い、保険料率を算定いたしました。 

次に、医療費適正化の取り組みについて申し上げます。 

従来から実施しております医療機関からの請求内容の点検や、被保険者に対する医療費の

お知らせによる啓発に加え、交通事故等による第三者行為求償の強化やジェネリック医薬品

の使用促進、はり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の受領委任制度導入等により引き続

き医療費の適正化に努めて参りたいと考えております。 

次に健康の保持・増進の取り組みについて申し上げます。 

現在、４月から開始される高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の準備を進めており

ます。 

一体的実施にあたっては、広域連合と構成市町村が連携を密にすることが重要であるとの

認識の下、地域の健康課題等の分析結果を市町村に提供するなどの支援を行ってまいりたい

と考えております。 

また、平成２９年度に策定した「第２期保健事業実施計画」の一部を改定し、加齢に伴う

フレイル対策事業や生活習慣病の重症化予防事業を市町村と一体的に行うことにより、要介

護状態への進行を防止し、在宅で自立した生活を続けられるようにして参りたいと考えてお

ります。 

以上、後期高齢者医療制度について申し上げましたが、今後も、健全な財政運営と医療保

険制度の安定的な運営を図り、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう、関係各位の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

それでは、提案理由の説明を行います。 

「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」でありますが、令和２年度及び令和３年度の保険料の所得割率、

被保険者均等割額及び賦課限度額の改正を行うとともに、保険料の軽減措置の対象を拡大す

るため所要の改正を行うものであります。 

「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の制定により、一般職及び特別職に属する地方公務員の定義が改め

られたことから、文言の整理を行うため、所要の改正を行うものであります。 

「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」でありますが、人事評価に基づく勤務成績に応じた職員の昇給等を行

うとともに、高年齢層の職員の人件費を抑制する等のため、所要の改正を行うものでありま

す。 

「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」でありますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を
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図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、地方公務員法の一部改正に基づく規

定の整備を行う等のため、所要の改正を行うものであります。 

「議案第５号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の制定につ

いて」でありますが、適正な公務運営を確保するため、広域連合に採用された職員にも義務

付けられている服務の宣誓について、地方公務員法第３１条の規定に基づき、条例を制定す

るものであります。 

「議案第６号 福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の一部改定について」であ

りますが、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が令和２年度より実施されるにあたり、

被保険者の様々な状況に応じた効果的で効率的な保健事業を推進するほか、市町村との役割

分担や連携内容を明らかにするため広域計画の一部を改定するものであります。 

「議案第７号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」でありますが、療養給付費等の増により歳入歳出予算の総額から、歳入歳出、

それぞれ５億５，７１７万１千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、２，４９０億９，１３

８万９千円とするものであります。 

「議案第８号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」でありますが、

歳入歳出予算の総額を前年比１億５,６８０万８千円減となる、７億２，７０４万５千円と

するものであります。 

「議案第９号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」

でありますが、歳入歳出予算の総額は、前年比１８億２，５１１万７千円増となる２，４０

８億７，９９８万９千円とするものであります。 

「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求めることについ

て」でありますが、広域連合議会議員のうちから選任した監査委員の任期満了に伴い、後任

の監査委員の選任の同意を求めるものであります。 

以上、１０件についての提案理由の説明といたします。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

（10）議案第１号の説明、採決 

議長（今村 裕君） 次に、日程第９「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） 議案第１号「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例の制定」について説明いたします。 

資料１と書かれました「議案説明資料」の１ページをお開きください。 

令和２年度・３年度の保険料率(案)については、前段の議会運営協議会において説明いた

しましたとおり、令和２年度・３年度の保険料の賦課に向け、根拠となる本条例の規定中、

保険料の所得割率、被保険者均等割額、賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の５割軽

減及び２割軽減の所得基準額を改め、軽減対象を拡大するものです。 

また、併せて、条文中の文言や規定の整理等を行うものです。 
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施行日は、令和２年４月１日です。 

議案第１号の説明は、以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（今村 裕君） それでは、議案第１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより採決いたします。 

議案第１号は、これを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

（11）議案第２号ないし第５号の説明、採決 

議長（今村 裕君） 次に、日程第１０「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職

の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、日程第

１１「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」、日程第１２「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員等の

旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第１３「議案第５号 福

島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の制定について」は、関連があ

りますので一括議題にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） 議案第２号「福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。説明

資料の１７ページをお開きください。 

制定の趣旨は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、一般職及び特別職に属

する地方公務員の定義が改められたことから、法律に整合させるため所要の改正を行うもの

です。 

改正内容は、報酬及び費用弁償の支給対象となる特別職の職員のうち、法の規定により

設置された附属機関の委員と任意に設置した協議会等の委員について区分して規定するもの

です。 

その他、整理した文言に対応する別表中の文言を整理するものです。 
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施行日は、令和２年４月１日です。 

議案第２号の説明は以上です。 

次に議案第３号「福島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例」について説明いたします。説明資料の２２ページをお開きください。 

制定の趣旨は、令和２年度から任期付職員や会計年度任用職員を任用するため、任用の

根拠の一つとなる給与条例について、所要の改正を行うものです。 

主な内容は、職員の昇給基準を「良好な成績」から人事評価制度に基づく「勤務成績」

へと改めること。昇給時の号給数を４号給とすること。高年齢層の職員の人件費抑制のため、

昇給年齢要件を５５歳までとし、勤務成績要件を「良好」から「特に良好」へと改めるもの

です。 

その他、本条例の制定に伴い、関係条例の一部を改正するものです。 

施行日は、令和２年４月１日です。 

議案第３号の説明は以上です。 

次に議案第４号「福島県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例」について説明いたします。説明資料の３０ページをお開きください。 

制定の趣旨は、「成年被後見人等の権利整備法」の制定による地方公務員法の一部改正に

伴い、所要の改正を行うものです。 

内容は、同法に規定する欠格条項から成年被後見人等が削除されたことから、同法の規

定を引用する条例の規定を改めるものです。 

施行日は、公布の日です。 

議案第４号の説明は以上です。 

次に議案第５号「福島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例」につ

いて説明いたします。説明資料の３３ページをお開きください。 

制定の趣旨ですが、広域連合の職員は、派遣元の自治体において服務の宣誓を行ってい

ることから、服務の宣誓に関する条例を制定しておりませんでしたが、令和２年度から任期

付職員や会計年度任用職員を任用することになるため、地方公務員法の規定に基づき、本条

例を制定するものです。 

内容は、「宣誓の方法」「会計年度任用職員の取扱い」「緊急事態時における宣誓前の職務

の有効性」「給与の支払行為の制限」等について規定するものです。 

施行日は、令和２年４月１日です。 

議案第２号、第３号、第４号、第５号の説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（今村 裕君） それでは、議案第２号ないし議案第５号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（今村 裕君） 無いようですので、これより採決いたします。 

議案第２号ないし第５号は、これを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号ないし第５号は、原案の

とおり可決されました。 

 

（12）議案第６号の説明、採決 

議長（今村 裕君） 次に、日程第１４「議案第６号 福島県後期高齢者医療広域連合第三次

広域計画の一部改定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） 議案第６号「福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の

一部改定」について説明いたします。説明資料の３４ページをお開きください。 

改定の趣旨は、令和２年度から始まる「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」に

あたり、市町村との役割分担や連携内容について広域計画に明記するものです。 

主な内容は、高齢者の特性に応じた保健事業の必要性や保険者としての課題等を追記し

また一体的実施に合せて、広域連合と市町村との事務分担を一部改めるものです。 

議案第６号の説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（今村 裕君） それでは、議案第６号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより採決いたします。 

議案第６号は、これを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

（13）議案第７号ないし第９号の説明、採決 

議長（今村 裕君） 次に、日程第１５「議案第７号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」、日程第１６「議案第８号 令和２年度福

島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」、及び日程第１７「議案第９号 令和２年度福島

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」は、関連がありますので一括議題

にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） 議案第７号「令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算(第２号)」について説明いたします。説明資料の４１ページをお

開きください。 

歳入の主な補正内容を申し上げます。まず、第１款「市町村支出金」は２億６，４００

万円余の「減」ですが、これは保険料軽減額の「増」に伴い、市町村が支出すべき「後期高

齢者医療保険料」が「減」となったことなどによるものです。 

次に第２款「国庫支出金」は３，７００万円余の「増」ですが、これは、保険給付費の

増に伴い「療養給付費負担金」が「増」となり、また国の交付額決定により「調整交付金」

が「増」となった一方で、「後期高齢者補助金」は「減」となりましたが、トータルでは増

となったものです。 

次に第３款「県支出金」は３，７００万円余の増ですが、これは保険給付費の「増」に

伴う「療養給付費負担金」の増などによるものです。 

次に第４款「支払基金交付金」は７億７，３００万円余の増ですが、これは現役世代か

らの支援金で、保険給付費の「増」によるものです。 

次に第９款 「諸収入」は２，６００万円余の減ですが、これは、交通事故等、第三者の

加害行為により給付した医療給付を加害者に求償する「第三者納付金」の「減」などによる

ものです。 

続いて「歳出」について、説明いたします。４２ページをお開きください。 

第１款「総務費」は６，３００万円余の「減」ですが、これはレセプト二次点検業務委

託にかかる契約請差による委託料の「減」などによるものです。 

次に第２款「保険給付費」は１５億４００万円余の「増」ですが、これは、給付実績及

び見込みによる「療養の給付費」の「増」、「高額療養諸費」の「減」などによるものです。 

次に第４款「保健事業費」は、事業費確定により１，９８０万円余を減額するものです。 

次に第６款 「諸支出金」は、平成３０年度の「療養給付費市町村負担金」が確定したこ

とから、償還金として１億２，９００万円余を追加するものです。 

次に第７款「予備費」は９億９，３００万円余の減ですが、これは主に今回の補正に伴

う「保険料等予備費」の「減」によるものです。 

以上により、合計欄に記載のとおり歳入、歳出それぞれ、５億５，７１７万１，０００

円増額し、総額を２，４９０億 ９，１３８万 ９，０００円 とするものです。 

「議案第７号」の説明は以上です。 

次に、議案第８号「令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」について

説明いたします。説明資料の４３ページをお開きください。 

左側のグラフと表が一般会計についての記載ですが、歳入は市町村から共通経費として

納付される「分担金及び負担金」が７億円余で、全体の約９６％を占めています。 

歳出は「民生費」が６億２，６００万円余で、全体の約８６％を占めています。 
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続いて４４ページをお開きください。上の表が歳入、下の表が歳出です。 

まず、「歳入」について、主なものを申し上げます。 

第１款「分担金及び負担金」 ７億円余は、構成市町村からの共通経費負担金です。 

第４款「繰越金」２，５００万円余は前年度からの繰越金です。 

続きまして、「歳出」ですが、 

まず第１款「議会費 」９０万円余は、議員１６名の報酬等です。 

次に、第２款「総務費」８，９００万円余は、派遣職員人件費のうち、事務局長、次長、

総務課職員の人件費負担金等です。 

次に、第３款「民生費」６億２，６００万円余は、特別会計で執行する事業費に充てる

ための繰出金、派遣職員人件費のうち業務課職員、及び  任期付職員の人件費等です。 

以上により、合計欄に記載のとおり歳入、歳出の予算総額をそれぞれ７億２，７０４万

５，０００円とするものです。 

「議案第８号」の説明は以上です。 

次に、議案第９号「令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

予算」について説明いたします。説明資料の４７ページをお開きください。 

これは、特別会計の歳入歳出予算の概要です。中央のグラフは「歳入」、「歳出」の構成

比率を表しています。 

右側の歳出については、水色の部分の「保険給付費」が、２，３６１億４００万円余で

歳出全体の９８．０％を占めています。 

主な給付について説明いたします。右端の「保険給付費」の枠をご覧ください。「療養給

付費」が２，２５２億５，３００万円余です主な内訳ですが、①療養の給付２，２０４億３，

９００万円余は、医療機関等へ支払う医療費等です。 

②入院時食事・生活療養費 ２６億１２００万円余は、入院時の食事代や生活療養を受け

た際に、標準負担額を超える部分を給付するものです。 

④「療養費 」２２億２００万円余は、補装具の作成や、柔道整復、はり・灸・あん摩・

マッサージの施術などにかかる療養費です。 

次に、「訪問看護療養費」７億６，８００万円余は、在宅療養されている方が、指定訪問

看護を受けた場合に支給するものです。 

次に、「審査支払手数料」５億３，５００万円余は、医療機関からのレセプトの内容審査

にかかる費用です。 

次に「高額療養費」８４億３，４００万円余は、ひと月の自己負担額が限度額を超えた

場合に、超えた額を支給するものです。 

次に「高額介護合算療養費」１億９，０００万円余は、被保険者が１年間に支払った医

療保険と介護保険の自己負担額の合算が一定の限度額を超えた場合に支給するものです。 

次に「葬祭費」９億２，３００万円余は 被保険者が死亡した場合に、葬祭の執行者に、

１件あたり５万円を支給するものです。 

次に、下の枠の「その他の支出」ですが、「特別高額医療費共同事業拠出金」８，３００

万円余は、レセプト１件あたり４００万円を超えるような著しく高額な医療費の発生による

財政リスクを緩和するための共同事業への拠出金です。 
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次に、「保健事業費」１０億１，６００万円余は、健康診査事業等を市町村に委託する費

用です。 

次に、「総務費」７億１，５００万円余は、電算処理費用、医療費適正化推進事業にかか

る費用等です。 

次に、「諸支出金」３，８００万円余は、被保険者の資格喪失に伴う保険料還付等に要す

る費用です。 

次に、「予備費」２９億２，１００万円余は、年度途中における予算の不足や予定外の支

出等に対応する際の財源とするものです。 

続きまして、「歳入」ですが、グラフの左側をご覧ください。 

上からオレンジ色、黄色の部分は、国の普通調整交付金及び国・県・市町村の定率負担

金からなる公費負担で、全体の４７．３％となっています。 

緑色の部分は、現役世代からの支援金として支払基金から交付される交付金で全体の３

９．２％となっています。 

そして、被保険者が負担する保険料等が８．７％、高額療養費に対する支援などその他

が、４．８％となっています。 

では、上から順に説明いたしますので、左端の列も併せてご覧ください。 

まず、オレンジ色の部分は国の「普通調整交付金」２１０億２００万円余は、広域連合

間における被保険者の所得格差による財政の不均衡を調整するために国から交付されるもの

です。 

次に、黄色の部分は国・県・市町村の定率負担である「療養給付費等負担金」は、被保

険者の療養給付等にかかる費用について、国が５５７億７，７００万円余を、県と市町村は

それぞれ１８５億９，２００万余を負担するものです。 

次に、緑色の部分は「支払基金交付金」９４３億３，９００万円余は、現役世代からの

支援金として、支払基金から交付されるものです。 

次に、水色の部分は「保険料」１５８億４，９００万円余は、被保険者が納める保険料

です。 

次に、青色の部分は「保険料の公費補てん」５０億６，９００万円余は、低所得者等の

保険料軽減分及び特例軽減分を、県・市町村が負担する「保険基盤安定負担金」と、国が負

担する「円滑運営臨時特例交付金」により補填するものです。 

次に、ピンク色の部分は「高額医療費に対する支援」２０億１，６００万円余は、高額

な医療費の発生による財政リスクを緩和する「高額医療費負担金」、及び著しく高額な医療

費が発生した場合に交付される「特別高額医療費共同事業交付金」です。 

次に、紫色の部分は「原発事故に係る財政支援」３０億９，５００万円余は、原発事故

による被保険者の保険料の減免及び、窓口で支払う一部負担金の免除にかかる費用が国から

補填されるものです。 

次に、「繰越金」４８億４，４００万円余は、令和元年度からの繰越金で令和２年度・３

年度の保険料上昇抑制財源等に充当するものです。 

次に、うぐいす色の部分は「財政安定化基金交付金」は、療養給付費が見込みを上回っ

て増加した場合等の財政リスクに備え、国、県、広域連合で３分の１ずつ拠出している基金
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からの交付金で、存目計上するものです。 

最後に、「その他の収入」１６億９，９００万円余は、健康診査事業に係る市町村負担金

及び国補助金、長寿・健康増進事業等にかかる特別調整交付金、一般会計からの事務費等繰

入金です。 

以上によりまして、歳入歳出予算の総額を、ページ中央上部に記載のとおり、それぞれ

２，４０８億７，９９８万９，０００円とするものです。 

各予算につきましては、適正に執行するとともに、効率的、効果的に事業を実施してま

いります。議案第７号、第８号、第９号の説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（今村 裕君） それでは、議案第７号ないし第９号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） 無いようですので、これより採決いたします。 

議案第７号ないし第９号は、これを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号ないし第９号は、原案の

とおり可決されました。 

 

（14）同意第１号の説明、採決 

議長（今村 裕君） 次に、日程第１８「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委

員の選任の同意を求めることについて」を議題といたします。 

広域連合長より説明を求めます。広域連合長。 

 

広域連合長（木幡 浩君） 同意第１号「福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同

意を求めることについて」ご説明いたします。 

広域連合議会議員から選出の渡辺 由紀雄 監査委員の任期満了により、現在空席となっ

ております。 

後任といたしまして渡辺 由紀雄 氏を適任と認め、選任を行うものであります。 

よろしく審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

 

議長（今村 裕君） これより、「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選

任の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。この件につきましては、地方自治法第２９２条

で準用する同法第１１７条の規定によって除斥の必要がありますので、渡辺 由紀雄 君の
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退席を求めます。 

【渡辺議員退席】 

議長（今村 裕君） これより採決を行います。同意第１号 渡辺 由紀雄 君の監査委員選

任に同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（今村 裕君） ご異議なしと認めます。よって、同意第１号 渡辺 由紀雄 君の監査

委員選任に同意することに決しました。 

ここで、渡辺 由紀雄 君の入室を認めます。 

【渡辺議員 入室し自席へ着席】 

議長（今村 裕君） 渡辺 由紀雄 君の監査委員選任は同意となりましたのでお知らせいた

します。 

 

（15）閉会及び閉議の宣告 

議長（今村 裕君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

以上で、会議を閉じ、令和２年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会

いたします。 

（午後２時５２分） 

 

 

 

 

 

 

 


